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の従来の判例学説の展開の中にどう位置づけられる
か（「大きな文脈」），②新規定の審議過程の中で如何
なる提案が為され，その修正・取捨選択につきどう
議論されたか（「小さな文脈」），の二点を検討します。
　とりわけ②では，法制審審議の中から，新規定の今
後の解釈論にとって，事実上のものではあれ一定の
実定的な制約がどう取り出せるか，に留意します。
　なお「債権法改正」への批判は審議中からありま
したが，本連載は，最終法文と審議過程資料とい
うテクストが持つ実定的な意味を確定することにま
ずはつとめ，新民法の批判を直接目的とはしませ
ん。
　過渡期に民法を学ぶことが極めて多産なチャンス
であることを，本連載の「文脈化」の作業を通して
感じて頂ければ幸いです。

　ずいぶん骨を折って現行民法典を学んできたの
に，「債権法改正」でそれが無駄になるのか，半端
な知識は「負の遺産」になるのか，という危惧を持
つ人も少なくないと聞きます。
　しかし，如何なる立法も白地には為されません。
旧法の正確な認識なしには新法の意味は理解でき
ず，逆に新法の構造は，旧法下の議論の意味を集
約的に表現します。現行民法典についての認識は，
新規定解釈への武装に転化可能なのです。
　この換装を手助けすべく，本連載では「債権法改
正」の重要論点につき，①新規定が，現行民法下で
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することが連載の目標です。あわせて，私自身，実
はよく分かっていない「悩みどころ」についても，
この機会に改めて考え直してみるつもりです。学修
上の「悩みどころ」と研究者としての「悩みどころ」
をどのように調和させるかは難しい問題ですが，基
本的な理解を確認しながら，その「一歩先」を示す
ことができるよう，努力したいと思います。
　刑法各論の学修においては，解釈基準を具体的
な事実関係に適用し，妥当な結論を導くことが重要
な課題となります。連載では，常に具体的な事例を
想定しつつ，いかなる事情を考慮すべきか／考慮す
べきではないかについて，理論的に考えていきたい
と思います。まずは，理論的にも，実務的にも重要
な財産犯をめぐる問題から検討を始める予定です。
宜しくお願いいたします。

　「刑法総論の悩みどころ」に引き続き，「刑法各論
の悩みどころ」というタイトルで連載させていただ
くことになりました。「新連載」というほどフレッ
シュではありませんが，さらに2年間，お付き合い
いただけますと幸いです。
　連載の趣旨は基本的に総論と同じです。刑法各
論の学修にとって理解が困難なポイントについて，
私なりに問題状況を整理し，一定の道筋を示すこと
によって，学修上の「悩みどころ」を少しでも解消

刑法各論の悩みどころ


